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○大町市移動支援事業実施要綱 

平成１８年１０月１日 

告示第９５号 

改正 平成２０年３月３１日告示第２８号 

平成２４年１２月２１日告示第１３３号 

平成２６年５月２２日告示第８８号 

平成２８年３月２８日告示第５８号 

平成２８年１１月８日告示第２０１号 

（趣旨） 

第１ この要綱は、屋外での移動に困難がある障害者又は障害児（以下「障害者等」

という。）の外出を支援し、障害者等の地域での自立生活及び社会参加の促進を図

るため、大町市移動支援事業（以下「事業」という。）の実施に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（事業の内容） 

第２ 事業は障害者等の外出における移動の支援とする。 

２ サービスを提供する範囲は、原則として１日の範囲内で用務を終えるものに限る。 

（対象者） 

第３ 事業の対象者は、市内に住所を有する障害者等で、外出時に支援が必要な者と

する。 

（事業者の登録等） 

第４ 事業を行う者は、適正な運営が見込まれる指定障害福祉サービス事業者（障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２

３号）第３６条第１項の指定を受けた者をいう。）、社会福祉法人又は特定非営利

活動法人であって、市に登録されたもの（以下「登録事業者」という。）とする。 

２ 登録事業者になろうとする者は、大町市移動支援事業者登録（変更）申請書（様

式第１号。以下「登録申請書」という。）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査し、適当と認めた場合

は、大町市移動支援事業者登録済通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

４ 登録事業者は、登録申請書の記載事項に変更があったときは、変更事項を記載し

た登録申請書を市長に提出しなければならない。 

（利用申請） 

第５ 事業を利用しようとする者（以下「申請者」という。）は、大町市移動支援事

業利用申請書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を

決定し、大町市移動支援事業利用承認（不承認）決定通知書（様式第４号。以下「決

定通知書」という。）により申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の利用承認をしたときは、大町市移動支援事業利用登録者台帳（様

式第５号）に登録するものとする。 

（認定期間） 

第６ 第５第２項の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して、

１年以内とする。 
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２ 利用登録を受けた者（以下「登録利用者」という。）が認定期間満了後も引続き

利用しようとするときは、認定期間満了日までに、申請を行わなければならない。 

（利用の方法） 

第７ 登録利用者がこの事業を利用するときは、決定通知書を登録事業者に提示し、

登録事業者に直接依頼するものとする。 

（費用の負担） 

第８ 登録利用者は、事業の利用に要した費用の１００分の１０に相当する額（以下

「利用者負担額」という。）を登録事業者に直接納付するものとする。 

２ 前項に規定する利用者負担額の同一月における上限額は、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）の規定によ

る障害福祉サービスに要した費用の額から介護給付費及び訓練等給付費を控除し

て得た額と合算して、障害者自立支援法施行令（平成１８年政令第１０号）第１７

条で定める額とする。 

（経費の請求等） 

第９ 登録事業者は、サービスの提供を行った場合は、当該月分を取りまとめ、請求

書に大町市移動支援事業利用明細書（様式第６号）を添付して、翌月の１０日まで

に市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の経費の請求を受けたときは、請求内容を確認の上、速やかに当該

経費を支払うものとする。 

３ 前項に規定する経費の額は、別表の所定経費から第８の規定により算出した額を

控除した額とする。 

（遵守事項） 

第１０ 登録事業者は、登録利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業

者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。 

２ 登録事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければ

ならない。 

３ 登録事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び登録利用者の

家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 

４ 事業者及び従業者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

（委任） 

第１１ この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（平成２０年３月３１日告示第２８号） 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年１２月２１日告示第１３３号） 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年５月２２日告示第８８号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この要綱の施行前に、この要綱による改正前の大町市移動支援事業実施要綱、大

町市障害者地域活動支援センター事業実施要綱及び大町市日中一時支援事業実施

要綱の規定に基づいて作成した帳票は、必要な調製をして、当分の間、使用するこ

とができる。 

附 則（平成２８年３月２８日告示第５８号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の規定に基づいてなされた処分、

手続、不服申立てその他の行為については、なお従前の例による。 

附 則（平成２８年１１月８日告示第２０１号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の大町市移動支援事業実施要綱

第４第１項、大町市障害者地域活動支援センター事業実施要綱第３第１項又は大町

市日中一時支援事業実施要綱第３第１項の規定に基づき登録された者は、この要綱

による改正後の規定に基づき登録された者とみなす。 

別表（第９関係） 

支援の種別 １回当たりの所要時間 所定経費 

身体介護を伴う場合 ３０分未満 ２，３００円 

３０分以上１時間未満 ４，０００円 

１時間以上１時間３０分未

満 

５，８００円 

１時間３０分以上となる場

合 

３０分増すごとに８２０円を

５，８００円に加算 

身体介護を伴わない場

合 

３０分未満 ８００円 

３０分以上１時間未満 １，５００円 

１時間以上１時間３０分未

満 

２，２５０円 

１時間３０分以上となる場

合 

３０分増すごとに７５０円を

２，２５０円に加算 

（注） 

１ ２人の居宅介護従事者により居宅介護を行う要件（平成１８年３月３１日厚

生労働省告示第２３３号）に定める要件に該当することにより、同時に２人の

従事者が１人の利用者に対して移動支援を行ったときは、それぞれの従事者に

つき所定経費を算定すること。 

２ 夜間（午後６時から午後１０時まで）又は早朝（午前６時から午前８時まで）

に移動支援を行った場合は、１回につき所定経費の１００分の２５に相当する

額を所定経費に加算し、深夜（午後１０時から午前６時まで）に移動支援を行
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った場合は、１回につき所定経費の１００分の５０に相当する額を所定経費に

加算すること。 
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様式第１号（第４関係） 

様式第２号（第４関係） 

様式第３号（第５関係） 

様式第４号（第５関係） 

様式第５号（第５関係） 

様式第６号（第９関係） 

 


